
 

2007 年 1 月 31 日 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

火災保険の適正な募集態勢等に係る点検について
  

東京海上日動火災保険株式会社（社長 石原邦夫）では、2006 年 12 月 20 日付金監第 2806

号「火災保険の適正な募集態勢等にかかる点検について（要請）」に基づき、本日、以下の

とおり金融庁に報告しましたのでお知らせいたします。 

 

 

１．適正な保険料が算出されているかどうかの点検  

(1)ALC 構造・M 構造・ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ（2×4）構造建物および建物内収容動産に対する一斉確認調査 

①対象範囲 

住宅・一般・工場・倉庫物件のうち、下記に該当する契約を対象とします。 

a.ＡＬＣ構造 

 申込書の構造・用法欄に「ＡＬＣ」、「コンクリート」等の記載があり、かつ構造級別が

Ｃ・Ｄ構造または３・４級構造になっている契約。 

b.Ｍ構造 

 個人財産総合保険・旧ホームガード保険・超保険で、Ａ構造での共同住宅や共有部分あ

りの記載がある等、本来Ｍ構造料率（超保険はＡ構造（共同）料率）を適用すべきとこ

ろ、誤ってＡ構造料率を適用している可能性が高い契約。 

c.ツーバイフォー（２Ｘ４）構造 

 住宅物件・一般物件のうち、申込書の構造・用法欄に「２Ｘ４」、「ツーバイ」といった

記載があり、Ｃ構造または３級構造で、省令準耐火料率が適用されていない契約。 

②点検方法 

 該当契約について、物件の調査や契約内容の点検を行い、構造級別、保険金額および適

用可能な他の割引等の再判定を行います。その結果、構造級別の誤りや割引の未適用等

が判明し、保険料の過多が生じていた場合には、確認書の取付けを行い、契約内容の訂

正および差額保険料（利息を含みます）の返還を行います。 

③点検完了予定 

2007 年 3 月末までに、点検を完了する予定。 

 

(2)更改時における保険料の適正性の検証 

①対象範囲 

  今後満期を迎える全契約（住宅・一般・工場・倉庫物件）を対象とします。 

②点検方法 

  今後満期を迎える全契約について、下記内容にて更改手続き時に点検していきます。

その際、更改契約の適正な引受のみならず、過去の契約において、不備や疑問がないか

も確認します。 

  下記点検により、過去の契約における不備が判明した場合、客観的に把握できる場合

には、過去の契約についても、差額保険料の返還を行います。 

 



ａ．住宅物件および一般物件の併用住宅 

  満期更改時に、「ご契約いただく内容に関する確認書」（仮称）を用いて、適正な引受

を行うべく、充分な点検を行います。 

ｂ．前記ａ．以外の契約 

  満期更改時に、「契約内容チェックシート」（仮称）を用いて、適正な引受を行うべ

く、充分な点検を行います。 

ｃ．その他 

  住宅物件および一般物件（ご契約者が法人の契約を除きます）について、満期３ヵ

月前を目処に、現在の契約内容と特に確認を要するポイントを記載したダイレクトメー

ルをご契約者宛に送付し、注意喚起を行います。 

③点検完了予定 

 2008 年 5 月末完了予定。 

 

(3)長期契約・自動継続契約に対する点検 

①点検対象 

上記(2)に該当しない全契約（住宅・一般・工場・倉庫物件）を対象とします。 

②点検方法 

  対象契約について、始期応当月毎等に、現在の契約内容と確認を要するポイントを記

載したダイレクトメールをご契約者宛に送付します。 

  ダイレクトメールを受けたご契約者からの申し出等により、契約における不備が判明

した場合、契約内容の訂正および差額保険料の返還を行います。 

③点検完了予定 

 2008 年 5 月末完了予定。 

 

２．代理店等に対する指導態勢およびお客様への説明態勢の点検 

 現在当社では、業界共通の損害保険募集人試験、当社独自の研修制度、ハンドブック等によ

る指導態勢を整備しております。また、お客様に対しては、分かりやすく説明するための募集

ツールの作成や重要事項と注意喚起情報を分けて説明する態勢、適切な苦情対応を行う等によ

る態勢を整備しております。今後、以下の点検により、これらの有効性、課題を確認し、態勢

の改善に活かしてまいります。 

 ＜主な点検＞ 

①社員・代理店へのアンケート等による営業の指導状況の点検や業務知識の確認 

②火災保険に焦点をあてた苦情等の分析 

③お客様に分かりやすくご説明するための募集文書の利用状況の点検 

 

 

以 上 


